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【手続補正書】
【提出日】平成30年1月10日(2018.1.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレームに蒸着マスクが固定されてなるフレーム付き蒸着マスクであって、
　前記蒸着マスクは、蒸着作製するパターンに対応する複数の樹脂マスク開口部を有する
樹脂マスクと、金属マスク開口部を有する金属マスクとが、前記樹脂マスク開口部と前記
金属マスク開口部とが重なるようにして積層されてなり、
　前記金属マスクは、前記樹脂マスクの前記樹脂マスク開口部とは重ならない位置に、前
記金属マスクの剛性を部分的に低下させる１つ、又は複数の剛性調整部を有し、
　前記剛性調整部が、前記金属マスクを貫通する貫通孔、又は金属マスクに設けられた凹
部である、
　フレーム付き蒸着マスク。
【請求項２】
　前記剛性調整部を有していないと仮定した前記金属マスクを当該金属マスク側から平面
視したときの金属マスク有効領域の面積を１００％としたときに、前記蒸着マスクを前記
金属マスク側から平面視したときの前記剛性調整部の開口領域の面積の合計が３％以上で
ある、
　請求項１に記載のフレーム付き蒸着マスク。
【請求項３】
　１つの前記剛性調整部は、その開口面積が１つの前記金属マスク開口部の開口面積より
も小さい、
　請求項１又は２に記載のフレーム付き蒸着マスク。
【請求項４】
　１つの前記剛性調整部は、その開口幅が１つの前記金属マスク開口部の開口幅よりも小
さい、
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　請求項１乃至３の何れか１項に記載のフレーム付き蒸着マスク。
【請求項５】
　前記蒸着マスクを前記金属マスク側から平面視したときに、前記金属マスク開口部を囲
むようにして前記剛性調整部が位置している、
　請求項１乃至４の何れか１項に記載のフレーム付き蒸着マスク。
【請求項６】
　前記金属マスク開口部は複数あり、
　前記蒸着マスクを前記金属マスク側から平面視したときに、隣接する前記金属マスク開
口部間の何れかに前記剛性調整部が位置している、
　請求項１乃至５の何れか１項に記載のフレーム付き蒸着マスク。
【請求項７】
　前記金属マスクの厚みが、５μｍ以上３５μｍ以下の範囲内である、
　請求項１乃至６の何れか１項に記載のフレーム付き蒸着マスク。
【請求項８】
　前記金属マスク開口部の断面形状が、蒸着源側に向かって広がりを持つ形状である、
　請求項１乃至７の何れか１項に記載のフレーム付き蒸着マスク。
【請求項９】
　前記樹脂マスクの厚みが、３μｍ以上１０μｍ未満の範囲内である、
　請求項１乃至８の何れか１項に記載のフレーム付き蒸着マスク。
【請求項１０】
　前記樹脂マスク開口部の断面形状が、蒸着源側に向かって広がりを持つ形状である、
　請求項１乃至９の何れか１項に記載のフレーム付き蒸着マスク。
【請求項１１】
　前記樹脂マスク開口部の断面形状が、外に凸の湾曲形状である、
　請求項１乃至１０の何れか１項に記載のフレーム付き蒸着マスク。
【請求項１２】
　前記樹脂マスクの熱膨張係数が、１６ｐｐｍ／℃以下である、
　請求項１乃至１１の何れか１項に記載のフレーム付き蒸着マスク。
【請求項１３】
　前記金属マスク開口部の開口空間が、ブリッジによって区画されている、
　請求項１乃至１２の何れか１項に記載のフレーム付き蒸着マスク。
【請求項１４】
　前記フレームに複数の前記蒸着マスクが固定されてなる、
　請求項１乃至１３の何れか１項に記載のフレーム付き蒸着マスク。
【請求項１５】
　有機半導体素子の製造方法であって、
　フレーム付き蒸着マスクを用いて蒸着対象物に蒸着パターンを形成する蒸着パターン形
成工程を含み、
　前記蒸着パターン形成工程で用いられる前記フレーム付き蒸着マスクが、前記請求項１
乃至１４の何れか１項に記載のフレーム付き蒸着マスクである、
　有機半導体素子の製造方法。
【請求項１６】
　有機ＥＬディスプレイの製造方法であって、
　請求項１５に記載の有機半導体素子の製造方法により製造された有機半導体素子が用い
られる、
　有機ＥＬディスプレイの製造方法。
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